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　『
土
御
門
家
記
録
』
紙
背
文
書
の
紹
介

　
　
　

堀　

越　

祐　

一　
　

　
　
は
じ
め
に

　

國
學
院
大
學
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
土
御
門
家
記
録
』（
貴
重
書
二
二
〇
八
）
は
、
朝
廷
に
代
々
陰
陽
頭
・
天
文
博
士
と
し
て

仕
え
た
土
御
門
家
が
所
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
室
町
中
期
か
ら
江
戸
初
期
ま
で
の
間
に
お
け
る
天
変
地
異
に
関
し
て
、
土
御
門
家
が

朝
廷
や
幕
府
に
上
申
し
た
勘
文
類
を
書
写
し
て
お
り
、
概
要
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る（

（
（

。

　
　

（　
「
家
秘
要
録　

天
変
地
妖
之
勘
草
」（
永
享
五
年
～
応
仁
二
年
）

　
　

2　
「
家
秘
要
録　

天
変
地
妖
之
勘
草
」（
文
安
元
年
～
宝
徳
二
年
）

　
　

3　
「
家
秘
要
録　

天
変
地
妖
之
勘
草
」（
長
享
二
年
～
永
正
九
年
）

　
　

4　
「
家
秘
要
録　

天
変
地
妖
之
勘
草
」（
明
応
八
年
～
天
正
十
二
年
）

　
　

5　
「
家
秘
要
録　

天
変
地
妖
之
勘
草
」（
弘
治
二
年
～
永
禄
二
年
）

　
　

6　
「
家
秘
要
録　

天
変
地
妖
之
勘
草
」（
永
禄
四
年
～
天
正
十
九
年
）
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7　
「
家
秘
要
録　

天
変
地
妖
之
勘
草
」（
天
正
十
三
年
～
慶
長
十
三
年
）

　
　

8　
「
家
秘
要
抄
」

　
　

9　
「
家
道
要
録
」

　

さ
て
、
も
と
よ
り
こ
の
『
土
御
門
家
記
録
』
は
、
中
世
に
お
け
る
天
文
道
に
つ
い
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
良
質
な
史
料
で
あ
る
が
、
実

は
こ
の
史
料
は
、
文
書
の
紙
背
を
用
い
て
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
新
出

史
料
も
数
多
い
。
そ
の
中
に
は
織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
と
同
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
信
長
の
重
臣
で
あ
っ

た
丹
羽
長
秀
や
、
そ
の
長
秀
の
家
臣
で
、
後
に
秀
吉
に
仕
え
て
「
五
奉
行（

2
（

」
の
一
人
と
も
な
っ
た
長
束
正
家
な
ど
の
発
給
文
書
が
確
認
で

き
る
。
丹
羽
長
秀
と
長
束
正
家
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が（

3
（

、『
土
御
門
家
記
録
』
紙
背
文
書
の
全
容
や
他
の

人
物
の
文
書
に
つ
い
て
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
紙
背
文
書
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　

一
、
概
要

　

紙
背
文
書
は
「
家
秘
要
録
」
全
七
冊
の
ほ
ぼ
全
般
に
わ
た
っ
て
存
在
す
る
が
、
現
在
、
そ
の
す
べ
て
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
に
は

な
い
た
め
、
今
回
は
第
四
冊
に
の
み
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

そ
こ
に
は
、
お
よ
そ
三
十
五
点
の
文
書
が
み
と
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
家
秘
要
録
」
と
墨
が
重
な
っ
て
い
る
上
に
、
冊
子
に
す
る
際

に
上
下
左
右
が
裁
断
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
く
、
極
め
て
読
み
づ
ら
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
人
名
も
不
明
な
も
の
が
あ
り
、
筆

者
の
力
量
不
足
も
相
ま
っ
て
、
未
読
の
文
書
が
多
い
。
以
下
に
、
判
読
可
能
か
つ
人
名
も
た
し
か
な
文
書
の
一
覧
を
順
に
掲
げ
る
。

　
　

①　

丹
羽
長
秀
書
状
〈（
天
正
十
一
年
）
閏
正
月
三
日
付
、
土
御
門
久
脩
宛
〉

　
　

②　

土
御
門
久
脩
書
状
〈（
年
未
詳
）
二
月
二
十
日
付
、「
寺
次
様
」
宛
〉
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③　

土
御
門
久
脩
書
状
〈（
年
未
詳
）
二
月
二
十
日
付
、「
伊
与
守
殿
」
宛
〉

　
　

④　

中
山
慶
親
直
書
〈（
年
未
詳
）
三
月
十
一
日
付
、
土
御
門
久
脩
宛
〉

　
　

⑤　

長
束
正
家
書
状
〈（
年
未
詳
）
十
二
月
二
十
九
日
付
、
土
御
門
久
脩
宛
〉

　
　

⑥　

丹
羽
長
秀
書
状
〈（
年
未
詳
）
十
二
月
二
十
九
日
付
、
土
御
門
久
脩
宛
〉

　
　

⑦　

早
崎
小
伝
次
書
状
〈（
年
未
詳
）
二
月
十
六
日
付
、
土
御
門
久
脩
宛
〉

　
　

⑧　

丹
羽
長
秀
書
状
〈（
年
未
詳
）
二
月
二
十
五
日
付
、
土
御
門
久
脩
宛
ヵ
〉

　
　

⑨　

長
束
正
家
書
状
〈（
年
未
詳
）
二
月
二
十
五
日
付
、
土
御
門
久
脩
宛
〉

　
　

⑩　

早
崎
小
伝
次
書
状
〈（
年
未
詳
）
二
月
□
日
付
、
土
御
門
久
脩
宛
ヵ
〉

　

さ
て
、
一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
大
半
が
武
家
か
ら
土
御
門
久
脩
（
一
五
六
〇
～
一
六
二
五
）
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
久
脩

は
、
戦
国
末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
の
土
御
門
家
当
主
で
あ
っ
た
。
久
脩
に
書
状
を
送
っ
て
い
る
武
家
は
、
丹
羽
長
秀
と
そ
の
家
臣

に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
長
秀
は
、
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
七
）
織
田
信
長
の
上
洛
後
か
ら
、
た
び
た
び
京
都
の
行
政
に
関
与
し
て
い
た
か

ら（
4
（

、
久
脩
と
接
点
が
あ
る
の
は
首
肯
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
丹
羽
家
臣
と
し
て
は
、
長
束
正
家
の
存
在
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
が
、
早
崎
小
伝
次
も
同
じ
く
丹
羽
家
臣
で
あ
っ
た
こ
と
が

判
明
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
早
崎
氏
と
い
う
と
、
早
崎
家
久
の
名
前
が
多
少
知
ら
れ
て
い
る
。
家
久
は
秀
吉
の
「
琵
琶
湖
奉
行
」
だ
っ

た
人
物
で（

5
（

、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
に
は
秀
吉
か
ら
近
江
国
蒲
生
郡
内
で
二
〇
〇
石
を
与
え
ら
れ
て
い
る（

6
（

。
小
伝
次
は
そ
の
同
族
と

考
え
ら
れ
る
が
、同
年
九
月
一
日
に
は
、秀
吉
か
ら
摂
津
国
太
田
郡
内
で
一
〇
〇
〇
石
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る（

7
（

。そ
の
後
、

小
伝
次
の
名
は
史
料
に
み
ら
れ
な
く
な
り
、
一
方
で
家
久
の
名
は
散
見
さ
れ
る（

8
（

。
天
正
十
三
年
時
点
で
の
知
行
地
を
比
較
す
る
と
、
あ
る

い
は
小
伝
次
の
方
が
早
崎
家
の
惣
領
筋
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
近
江
国
浅
井
郡
に
は
早
崎
と
い
う
地
名
も
あ
り
、
元
来
は
近
江
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を
本
貫
地
と
す
る
一
族
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
信
長
の
時
代
、
長
秀
は
佐
和
山
城
と
そ
の
近
辺
の
土
地
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
小

伝
次
は
そ
の
際
に
臣
下
と
な
っ
た
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
小
伝
次
の
発
給
文
書
は
、
こ
れ
ま
で
一
点
も
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
二
点
の
文
書
が
確
認
さ
れ
た
。
内
容
的
に
、
長
秀
の
家
臣
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
ま
た
長
秀
に
対
し
て
進

物
を
披
露
し
、
そ
れ
に
対
す
る
謝
意
を
述
べ
て
い
る
点
を
考
慮
す
る
と
、
丹
羽
家
中
で
も
そ
れ
な
り
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

小
伝
次
も
長
束
正
家
と
同
様
、
長
秀
没
後
に
秀
吉
の
直
臣
に
取
り
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

二
、
釈
文

　
　
　

①　

丹
羽
長
秀
書
状
（
画
像
1
）

為
御
音
信
菓
子
」
一
折
送
給
、
怡
悦
之
至
候
、」
誠
以
御
懇
意
、
難
謝
候
、」
旁
期
後
音
候
間
、」
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　

惟
五
左

　
　
　

壬
正
月
三
日　

長
秀
（
花
押
）

　
　
　

土
御
門
治
部
大
輔
殿

　
　
　

②　

土
御
門
久
脩
書
状
（
画
像
2
）

態
令
啓
候
、仍
其
口
長
々
」
御
普
請
、御
大
儀
共
存
候
、」
尤
参
御
見
舞
可
申
入
候
へ
共
、」　

禁
―
ヨ
リ
御
祈
祷
」
被
仰
出
、不
得
隙
候
間
、

以
書
状
」
申
入
候
、
為
御
音
信
う
と
の
」
ひ
け
こ
一
ツ
令
進
覧
候
、」
何
様
参
御
見
舞
、
可
申
入
候
、」
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　

土
御
門

　
　
　

二
月
廿
日　

 

久
脩
（
花
押
）
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寺
次
様

　
　
　
　
　
　

参　

人
々
御
中

　
　
　

③　

土
御
門
久
脩
書
状
（
画
像
3
・
4
）

　
　

尚
々
、
其
方
之
」
様
子
承
度
候
、

先
日
者
御
返
礼
、」
殊
更
珍
敷
」
荒
巻
、
祝
着
」
之
至
存
候
、
仍
其
方
」
長
秀
様
御
越
之
」
儀
候
間
、
御
取
乱
」
令
察
申
候
、
我
等

も
」
長

秀
様
御
逗
留
」
御
座
候
者
、
以
参
拝
」
可
申
入
候
間
、
其
刻
者
」
■
以
参
可
申
候
、」
其
方
様
子
口
状

ニ
」
具
可
承
候
、
奉
」
伝
存
候
、
猶

使
者
」
申
含
候
也
、

　
　
　

二
月
廿
日　

久
脩

　
　
　

伊
与
守
殿

　
　
　

④　

中
山
慶
親
直
書
（
画
像
5
）

誠
久
不
能
廻
向
候
之
処
、」
珍
札
本
望
之
至
候
、尤
」
中
納
言
御
返
事
可
申
候
処
、」
自
去
月
俄
雑
賀

江
」
下
向
候
之
間
、如
此
候
、其
元
御
」

普
請
之
由
、
御
機
遣
察
候
、」
然
者
御
煩
之
旨
、
無
心
元
存
候
、」
仍　

御
両
御
所
様

江
海
雲
」
御
進
上
候
、
即
令
披
露
候
之
」
処
、
御
祝

着
之
旨
、
相
意
得
」
可
申
由
候
、
殊
私
へ
■
■
■
」
□
御
上
洛
待
入
申
候
、
必
」
□

（
其
ヵ
（節

以
面
可
申
述
候
也
、

　
　
　

三
月
十
一
日　
　

慶
親

　
　
　
　

治
部
大
輔
殿
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⑤　

長
束
正
家
書
状
（
画
像
6
）

御
嘉
例
新
暦
■
■
、」
拙
子
へ
も
同
一
巻
幷
」
鳥
一
被
懸
御
意
、
過
分
候
、」
併
不
相
替
目
出
度
存
候
、」
猶
来
春
早
々
御
慶
」
可
申
入
候
、

恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　

長
束
新
三
郎

　
　
　

十
二
月
廿
九
日　

正
家
（
花
押
）

　
　
　

土
治
様

　
　
　
　
　
　

□
報

　
　
　

⑥　

丹
羽
長
秀
書
状
（
画
像
7
）

例
年
新
暦
調
給
候
、」
□
以
畏
入
候
、
無
音
候
間
、」
来
春
委
細
可
申
入
候
、」
尚
又
■
■
■
立
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　

惟
五
左

　
　
　

十
二
月
廿
九
日　

長
秀
（
花
押
）

　
　
　
　

治
部
大
輔
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
返
報

　
　
　

⑦　

早
崎
小
伝
次
書
状
（
画
像
8
・
9
）

　
　

尚
以
依
思
召
御
音
」
信
、
忝
存
候
、
従
五
郎
左
」
以
書
状
御
礼
被
申
候
、」
以
上
、

如
仰
其
以
後
者
久
」
不
申
承
、
不
断
御
床
」
敷
存
候
刻
、
預
御
札
」
本
望
之
至
候
、
随
而
」
長
秀
へ
御
状
幷
海
鼠
」
被
給
之
候
、
則
披
露
」
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仕
候
、
将
又
我
等
へ
為
御
」
音
信
海
鼠

壱
桶

」
被
懸
御
意
候
、
御
懇
志
」
之
段
、
難
申
尽
候
、」
若
州
へ
五
郎
左
被
相
」［　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

］」
□
候
て
参
候
間
、
軈
而
」
如
委
細
旁
可
申
入
候
、」
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　

早
崎
小
伝
二

　
　
　

二
月
十
六
日　

■
■
（
花
押
）

　
　

土
御
門
殿

　
　
　
　
　
　

御
報

　
　
　

⑧　

丹
羽
長
秀
書
状
（
画
像
10
）

御
状
殊
自
年
生
一
」
折
・
独
活
一
籠
送
」
給
候
、寔
遠
路
御
」
懇
情
之
段
、快
然
候
、」
爰
元
可
明
隙
候
而
、近
日
」
可
令
帰
城
候
間
、猶
追
而
」

可
申
入
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　

惟
五
左

　
　
　

二
月
廿
五
日　

長
秀
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
［　
　
　
　
　

］

　
　
　

⑨　

長
束
正
家
書
状
（
画
像
11
）

御
札
拝
見
申
候
、
仍
」
長
秀
へ
両
種
披
露
」
之
処
、
則
祝
着
之
旨
」
■
■
被
申
候
、
拙
者
へ
も
」
海
鼠
腸
桶

一
幷
」
独
活
一
籠
遂
御
意
、」

過
分
至
極
候
、
毎
々
御
」
懇
情
難
謝
、
於　

」
禁
中
不
被
得
御
」
隙
之
旨
、
可
為
其
分
候
、」
長
秀
も
此
中
□
」［　
　
　
　
　
　
　

］
御
」

用
之
段
候
者
可
承
候
、」
旁
期
返
音
候
、
恐
惶
」
謹
言
、
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長
束
新
三
郎

　
　
　

二
月
廿
五
日　

正
家
（
花
押
）

　
　
　

土
御
門
殿

　
　
　
　
　
　
　

御
報

　
　
　

⑩　

早
崎
小
伝
次
書
状
（
画
像
12
）

貴
札
拝
見
仕
候
、」
仍　

五
郎
左

江
御
音
信
」
之
物
披
露
仕
候
、」
則
御
返
事
被
申
候
、」
就
其
ひ
け
こ
」
送
被
下
候
、殊
数
」
度
忝
存
候
、猶
」

懸
御
目
可
申
入
候
、」
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

早
崎
小
伝
次

　
　
　

二
月
□
日　

□
□
（
花
押
）

　
　
　
［　
　
　
　
　
　
　

］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貴
報

　
註

　
（
（
） 　

こ
の
ほ
か
、
江
戸
末
期
に
作
成
さ
れ
た
「
彗
星
出
現
一
件
」
と
題
さ
れ
た
も
の
が
二
点
あ
る
。

　
（
2
） 　
「
五
奉
行
」
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
豊
臣
政
権
の
権
力
構
造
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）
に
詳
し
い
。

　
（
3
） 　

拙
稿
「
秀
吉
権
力
と
杉
原
家
次
」（『
國
學
院
大
學 

校
史
・
学
術
資
産
研
究
』
9
号
、
二
〇
一
七
年
）。

　
（
4
） 　

谷
口
克
広
『
織
田
信
長
家
臣
人
名
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
。

　
（
5
） 　

鍛
代
敏
雄
『
中
世
後
期
の
寺
社
と
経
済
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
）。
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（
6
） 　

天
正
十
三
年
閏
八
月
二
十
二
日
付
秀
吉
判
物
（「
摂
津
太
田
文
書
」『
大
日
本
史
料
』
第
十
一
編
之
十
九
）。

　
（
7
） 　

天
正
十
三
年
九
月
一
日
付
秀
吉
判
物
写
（「
蠹
簡
集
残
編
」
四
『
大
日
本
史
料
』
第
十
一
編
之
二
十
）。

　
（
8
） 　

た
と
え
ば
『
言
経
卿
記
』
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
正
月
十
四
日
条
に
は
、
関
白
秀
次
が
大
津
の
家
久
の
屋
敷
に
お
い
て
、
山
科
言
経
へ
の
扶

持
米
を
支
給
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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画像 1　丹羽長秀書状
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画像 2　土御門久脩書状
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画像 3　土御門久脩書状①
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画像 4　土御門久脩書状②
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画像 5　中山慶親直書
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画像 6　長束正家書状
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画像 7　丹羽長秀書状
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画像 8　早崎小伝次書状①
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画像 9　早崎小伝次書状②
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画像 10　丹羽長秀書状
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画像 11　長束正家書状
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画像 12　早崎小伝次書状


